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報告第 3 号 

 

専決処分の報告について 

 

地方自治法第 180 条第 1 項の規定により、浜田市税条例等の一部を改正す

る条例について専決処分したので、同条第 2 項の規定により報告する。 

 

令和 4 年 6 月 15 日 提出 

 

浜田市長 久保田 章 市 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

浜田市税条例等の一部を改正する条例について 

 

浜田市税条例等の一部を改正する条例を次のように定める。 

 

令和 4 年 3 月 31 日 専決 

 

浜田市長 久保田 章 市 

 

 



2 

浜田市税条例等の一部を改正する条例 

 

（浜田市税条例の一部改正） 

第 1 条 浜田市税条例（平成 17 年浜田市条例第 67 号）の一部を次のように

改正する。 

第 18 条の 4 第 1 項中「交付」の次に「（法第 382 条の 4 に規定する当該

証明書に住所に代わる事項の記載をしたものの交付を含む。）の」を加える。 

第 33 条第 4 項を次のように改める。 

4  前項の規定は、前年分の所得税に係る第 36 条の 3 第 1 項に規定する

確定申告書に特定配当等に係る所得の明細に関する事項その他施行規

則に定める事項の記載があるときは、当該特定配当等に係る所得の金額

については、適用しない。 

第 33 条第 6 項を次のように改める。 

6  前項の規定は、前年分の所得税に係る第 36 条の 3 第 1 項に規定する

確定申告書に特定株式等譲渡所得金額に係る所得の明細に関する事項

その他施行規則に定める事項の記載があるときは、当該特定株式等譲渡

所得金額に係る所得の金額については、適用しない。 

第 34 条の 7 第 1 項第 5 号中「（所得税法施行令の一部を改正する政令

（平成 20 年政令第 155 号）附則第 13 条第 2 項の規定によりなおその効力

を有するものとされる改正前の所得税法施行令第 217 条第 1 項第 2 号及び

第 3 号に規定する民法法人を含む。）」を削る。 

第 34 条の 9 第 1 項中「特定配当等申告書」及び「特定株式等譲渡所得金

額申告書」を「確定申告書」に改め、同条第 2 項中「申告書に係る年度分

の個人の県民税」を「確定申告書に係る年の末日の属する年度の翌年度分

の個人の県民税」に改める。 

第 36 条の 2 第 1 項ただし書中「所得税法第 2 条第 1 項第 33 号の 4 に規

定する源泉控除対象配偶者」を「所得割の納税義務者（前年の合計所得金

額が 900 万円以下であるものに限る。）の法第 314 条の 2 第 1 項第 10 号の

2 に規定する自己と生計を一にする配偶者（前年の合計所得金額が 95 万円

以下であるものに限る。）で控除対象配偶者に該当しないもの」に改め、同

条第 2 項中「第 2 条第 4 項ただし書」を「第 2 条第 3 項ただし書」に改め

る。 

第 36 条の 3 の 2 の見出し中「扶養親族申告書」を「扶養親族等申告書」

に改め、同条第 1 項中第 3 号を第 4 号とし、第 2 号を第 3 号とし、第 1 号
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の次に次の 1 号を加える。 

⑵ 所得割の納税義務者（合計所得金額が 1,000 万円以下であるものに

限る。）の自己と生計を一にする配偶者（法第 313 条第 3 項に規定する

青色事業専従者に該当するもので同項に規定する給与の支払を受け

るもの及び同条第 4 項に規定する事業専従者に該当するものを除き、

合計所得金額が 133 万円以下であるものに限る。次条第 1 項において

同じ。）の氏名 

第 36 条の 3 の 3 の見出し中「扶養親族申告書」を「扶養親族等申告書」

に改め、同条第 1 項中「あって、」の次に「特定配偶者（所得割の納税義務

者（合計所得金額が 900 万円以下であるものに限る。）の自己と生計を一に

する配偶者（退職手当等（第 53 条の 2 に規定する退職手当等に限る。以下

この項において同じ。）に係る所得を有する者であって、合計所得金額が 95

万円以下であるものに限る。）をいう。第 2 号において同じ。）又は」を、

「控除対象扶養親族」の次に「であって退職手当等に係る所得を有しない

者」を加え、同項中第 3 号を第 4 号とし、第 2 号を第 3 号とし、第 1 号の

次に次の 1 号を加える。 

⑵ 特定配偶者の氏名 

第 48 条第 9 項中「第 321 条の 8 第 60 項」を「第 321 条の 8 第 62 項」

に、「同条第 60 項」を「同条第 62 項」に改め、同条第 15 項中「第 321 条

の 8 第 69 項」を「第 321 条の 8 第 71 項」に改める。 

第 73 条の 2 第 1 項中「固定資産課税台帳」の次に「（同条第 1 項ただし

書の規定による措置を講じたものを含む。）」を加え、「閲覧の手数料」を「閲

覧（法第 382 条の 4 に規定する固定資産課税台帳に住所に代わる事項の記

載をしたものの閲覧を含む。）の手数料」に改める。 

第 73 条の 3 第 1 項中「事項の証明書」の次に「（同条ただし書の規定に

よる措置を講じたものを含む。）」を、「交付」の次に「（法第 382 条の 4 に

規定する当該証明書に住所に代わる事項の記載をしたものの交付を含む。）

の」を加える。 

附則第 7 条の 3 の 2 第 1 項中「令和 15 年度」を「令和 20 年度」に、「令

和 3 年」を「令和 7 年」に改める。 

附則第 10 条の 2 第 2 項中「4 分の 3」を「5 分の 4」に改め、同条第 3 項

中「附則第 15 条第 16 項」を「附則第 15 条第 15 項」に改め、同条第 4 項

中「附則第 15 条第 23 項」を「附則第 15 条第 22 項」に改め、同条第 5 項

中「附則第 15 条第 24 項第 1 号」を「附則第 15 条第 23 項第 1 号」に改め、
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同条第 6 項中「附則第 15 条第 24 項第 2 号」を「附則第 15 条第 23 項第 2

号」に改め、同条第 7 項中「附則第 15 条第 24 項第 3 号」を「附則第 15 条

第 23 項第 3 号」に改め、同条第 8 項中「附則第 15 条第 25 項第 1 号」を

「附則第 15 条第 24 項第 1 号」に改め、同条第 9 項中「附則第 15 条第 25

項第 2 号」を「附則第 15 条第 24 項第 2 号」に改め、同条第 10 項中「附則

第 15 条第 27 項第 1 号イ」を「附則第 15 条第 26 項第 1 号イ」に改め、同

条第 11 項中「附則第 15 条第 27 項第 1 号ロ」を「附則第 15 条第 26 項第 1

号ロ」に改め、同条第 12 項中「附則第 15 条第 27 項第 1 号ハ」を「附則第

15 条第 26 項第 1 号ハ」に改め、同条第 13 項中「附則第 15 条第 27 項第 1

号ニ」を「附則第 15 条第 26 項第 1 号ニ」に改め、同条第 14 項中「附則第

15 条第 27 項第 2 号イ」を「附則第 15 条第 26 項第 2 号イ」に改め、同条

第 15 項中「附則第 15 条第 27 項第 2 号ロ」を「附則第 15 条第 26 項第 2 号

ロ」に改め、同条第 16 項中「附則第 15 条第 27 項第 2 号ハ」を「附則第 15

条第 26 項第 2 号ハ」に改め、同条第 17 項中「附則第 15 条第 27 項第 3 号

イ」を「附則第 15 条第 26 項第 3 号イ」に改め、同条第 18 項中「附則第 15

条第 27 項第 3 号ロ」を「附則第 15 条第 26 項第 3 号ロ」に改め、同条第

19 項中「附則第 15 条第 27 項第 3 号ハ」を「附則第 15 条第 26 項第 3 号

ハ」に改め、同条第 20 項中「附則第 15 条第 30 項」を「附則第 15 条第 29

項」に改め、同条第 21 項中「附則第 15 条第 34 項」を「附則第 15 条第 33

項」に改め、同条第 22 項中「附則第 15 条第 35 項」を「附則第 15 条第 34

項」に改め、同条第 23 項中「附則第 15 条第 42 項」を「附則第 15 条第 39

項」に改め、同条第 24 項中「附則第 15 条第 46 項」を「附則第 15 条第 43

項」に改め、同条中第 26 項を第 27 項とし、第 25 項を第 26 項とし、第 24

項の次に次の 1 項を加える。 

25 法附則第 15 条第 44 項に規定する市町村の条例で定める割合は 4 分の

3 とする。 

附則第 10 条の 3 第 9 項中「熱損失防止改修住宅」を「熱損失防止改修等

住宅」に、「熱損失防止改修専有部分」を「熱損失防止改修等専有部分」に、

「熱損失防止改修工事」を「熱損失防止改修工事等」に改め、同条第 11 項

中「特定熱損失防止改修住宅又は」を「特定熱損失防止改修等住宅又は」

に、「特定熱損失防止改修住宅専有部分」を「特定熱損失防止改修等住宅専

有部分」に、「熱損失防止改修工事」を「熱損失防止改修工事等」に改める。 

附則第 12 条第 1 項中「100 分の 5」の次に「（商業地等に係る令和 4 年度

分の固定資産税にあっては、100 分の 2.5）」を加える。 
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附則第 16 条の 3 第 2 項を次のように改める。 

2  前項の規定のうち、租税特別措置法第 8 条の 4 第 2 項に規定する特定

上場株式等の配当等（以下この項において「特定上場株式等の配当等」

という。）に係る配当所得に係る部分は、市民税の所得割の納税義務者が

前年分の所得税について特定上場株式等の配当等に係る配当所得につ

き同条第 1 項の規定の適用を受けた場合に限り適用する。 

附則第 17 条の 2 第 3 項中「、第 37 条の 8 又は第 37 条の 9」を「又は第

37 条の 8」に改める。 

附則第 20 条の 2 第 4 項を次のように改める。 

4  前項後段の規定は、特例適用配当等に係る所得が生じた年分の所得税

に係る第 36 条の 3 第 1 項に規定する確定申告書に前項後段の規定の適

用を受けようとする旨の記載があるときに限り、適用する。 

附則第 20 条の 3 第 4 項を次のように改める。 

4  前項後段の規定は、条約適用配当等に係る所得が生じた年分の所得税

に係る第 36 条の 3 第 1 項に規定する確定申告書に前項後段の規定の適

用を受けようとする旨の記載があるときに限り、適用する。 

附則第 20 条の 3 第 6 項中「年の翌年の 4 月 1 日の属する年度分の」を

「年分の所得税に係る」に、「条約適用配当等申告書にこの項」を「確定申

告書にこの項」に改め、「（条約適用配当等申告書にこれらの記載がないこ

とについてやむを得ない理由があると市長が認めるときを含む。）」を削る。 

附則第 25 条を削る。 

（浜田市税条例等の一部を改正する条例の一部改正） 

第 2 条 浜田市税条例等の一部を改正する条例（令和 3 年浜田市条例第 23

号）の一部を次のように改正する。 

第 1 条のうち、浜田市税条例第 36 条の 3 の 3 第 1 項の改正規定中「控

除対象扶養親族を除く」を「年齢 16 歳未満の者」を「扶養親族（」の次に

「年齢 16 歳未満の者又は」を加え、「有しない者を除く」を「有する者」

に改める。 

附則第 2 条第 4 項中「の規定中個人の市民税に関する部分」を「第 24 条

第 2 項及び第 36 条の 3 の 3 第 1 項並びに附則第 5 条第 1 項の規定」に改

める。 

附 則 

（施行期日） 

第 1 条 この条例は、令和 4 年 4 月 1 日から施行する。ただし、次の各号に
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掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 

⑴ 第 1 条中浜田市税条例第 36 条の 3 の 2 の見出し及び同条第 1 項並び

に第 36 条の 3 の 3 の見出し及び同条第 1 項の改正規定並びに同条例附

則第 7 条の 3 の 2 第 1 項及び第 17 条の 2 第 3 項の改正規定並びに同条

例附則第 25 条を削る改正規定並びに第 2 条（次号に掲げる改正規定を

除く。）の規定並びに附則第 3 条第 1 項及び第 2 項の規定 令和 5 年 1 月

1 日 

⑵ 第 1 条中浜田市税条例第 33 条第 4 項及び第 6 項、第 34 条の 9 第 1 項

及び第 2 項並びに第 36 条の 2 第 1 項ただし書及び第 2 項の改正規定並

びに同条例附則第 16 条の 3 第 2 項、第 20 条の 2 第 4 項並びに第 20 条

の 3 第 4 項及び第 6 項の改正規定並びに第 2 条（浜田市税条例等の一部

を改正する条例（令和 3 年浜田市税条例第 23 号）附則第 2 条第 4 項の

改正規定に限る。）の規定並びに附則第 3 条第 3 項の規定 令和 6 年 1 月

1 日 

⑶ 第 1 条中浜田市税条例第 18 条の 4 第 1 項の改正規定、同条例第 73 条

の 2 第 1 項の改正規定（「固定資産課税台帳」の次に「（同条第 1 項ただ

し書の規定による措置を講じたものを含む。）」を加える部分を除く。）及

び同条例第 73 条の 3 第 1 項の改正規定（「事項の証明書」の次に「（同条

ただし書の規定による措置を講じたものを含む。）」を加える部分を除

く。）並びに次条並びに附則第 4 条第 3 項及び第 4 項の規定 令和 6 年 4

月 1 日 

（納税証明書に関する経過措置） 

第 2 条 前条第 3 号に掲げる規定による改正後の浜田市税条例第 18 条の 4

第 1 項（地方税法（昭和 25 年法律第 226 号）第 382 条の 4 に係る部分に

限る。）の規定は、同号に掲げる規定の施行の日以後にされる同法第 20 条

の 10 の規定による証明書の交付について適用する。 

（市民税に関する経過措置） 

第 3 条 第 1 条の規定による改正後の浜田市税条例（以下「新条例」という。）

第 36 条の 3 の 2 第 1 項の規定は、附則第 1 条第 1 号に掲げる規定の施行

の日（以下この項及び次項において「1 号施行日」という。）以後に支払を

受けるべき第 36 条の 3 の 2 第 1 項に規定する給与について提出する同項

及び同条第 2 項に規定する申告書について適用し、1 号施行日前に支払を

受けるべき第 1 条の規定による改正前の浜田市税条例（次項において「旧

条例」という。）第 36 条の 3 の 2 第 1 項に規定する給与について提出した
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同項及び同条第 2 項に規定する申告書については、なお従前の例による。 

2  新条例第 36 条の 3 の 3 第 1 項の規定は、1 号施行日以後に支払を受ける

べき所得税法（昭和 40 年法律第 33 号）第 203 条の 6 第 1 項に規定する公

的年金等（同法第 203 条の 7 の規定の適用を受けるものを除く。以下この

項において「公的年金等」という。）について提出する新条例第 36 条の 3

の 3 第 1 項に規定する申告書について適用し、1 号施行日前に支払を受け

るべき公的年金等について提出した旧条例第 36 条の 3 の 3 第 1 項に規定

する申告書については、なお従前の例による。 

3  附則第 1 条第 2 号に掲げる規定による改正後の浜田市税条例の規定中個

人の市民税に関する部分は、令和 6 年度以後の年度分の個人の市民税につ

いて適用し、令和 5 年度分までの個人の市民税については、なお従前の例

による。 

（固定資産税に関する経過措置） 

第 4 条 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中固定資産税に関する

部分は、令和 4 年度以後の年度分の固定資産税について適用し、令和 3 年

度分までの固定資産税については、なお従前の例による。 

2  令和 2 年 4 月 1 日から令和 4 年 3 月 31 日までの間に取得された地方税

法等の一部を改正する法律（令和 4 年法律第 1 号）第 1 条の規定による改

正前の地方税法附則第 15 条第 2 項に規定する施設又は設備に対して課す

る固定資産税については、なお従前の例による。 

3  附則第 1 条第 3 号に掲げる規定による改正後の浜田市税条例第 73 条の

2 第 1 項（地方税法第 382 条の 4 に係る部分に限る。）の規定は、同号に掲

げる規定の施行の日以後にされる同法第 382 条の 2 の規定による固定資産

課税台帳（同条第 1 項ただし書の規定による措置を講じたものを含む。）の

閲覧について適用する。 

4  附則第 1 条第 3 号に掲げる規定による改正後の浜田市税条例第 73 条の

3 第 1 項（地方税法第 382 条の 4 に係る部分に限る。）の規定は、同号に掲

げる規定の施行の日以後にされる同法第 382 条の 3 の規定による証明書

（同条ただし書の規定による措置を講じたものを含む。）の交付について

適用する。 















































































報告第 5 号 

 

専決処分の報告について 

 

地方自治法第 180 条第 1 項の規定により、損害賠償の額の決定について専

決処分したので、同条第 2 項の規定により報告する。 

 

令和 4 年 6 月 15 日 提出 

 

浜田市長 久保田 章 市   



損害賠償の額の決定について   

 

 損害賠償の額を地方自治法第 180 条第 1 項の規定により、次のとおり定め

る。 

 

  令和 4 年 4 月 4 日 専決 

 

               浜田市長 久保田 章 市   

 

 

 

損害賠償の額の決定 

 

 公用車運転中の事故による損害賠償の額を次のとおり決定する。 

 

1  損害賠償の額    128,612 円 

2  損害賠償の相手方  松江市殿町 1 番地 

            島根県 

島根県知事 丸 山 達 也 







報告第 7 号 

 

   令和 3 年度浜田市水道事業会計予算繰越計算書の報告について 

 

 令和 3 年度浜田市水道事業会計予算繰越計算書について、地方公営企業法

第 26 条第 3 項の規定により、次のとおり報告する。 

 

  令和 4 年 6 月 15 日 提出 

 

浜田市長 久保田 章 市   



地方公営企業法第26条第1項及び第2項ただし書の規定による建設改良費等の繰越額

円 円 円 円 円 円 円

資本的支出 建設改良費
重要給水施設配
水管耐震事業6工
区

150,000,000 34,000,000 116,000,000 26,175,000 89,825,000 0

配管掘削で礫質土として見込んでいた
土質が硬岩であり、岩掘削での埋設配
管を行う事となったため、日当たり施工
量が延びず年度内での完成が見込め
ないため。

〃 〃
水道管路緊急改
善事業7工区

140,000,000 41,270,000 98,730,000 27,901,000 70,829,000 0

工事施工中にコンクリート擁壁の崩落に
よる人身事故が発生し、工事の一時中
断による工程の遅れが発生したため。

〃 〃
殿町地区配水管
改良工事

5,000,000 1,820,000 3,180,000 0 3,180,000 0

国道部分の舗装復旧範囲が当初見込
みより増加し、また、関係機関との調整
に時間を要し、年度内完了が困難と
なったため。

〃 〃

国道9号浅井町地
区電線共同溝工
事に伴う配水管
移転工事

20,000,000 4,660,000 15,340,000 0 15,340,000 0

電線共同溝工事に伴う移転工事であ
り、本体工事との工程調整により年度内
完了が困難となったため。

〃 〃

国道186号（上来
原工区）防災安全
交付金（交通安
全）に伴う配水管
移転工事

20,000,000 5,830,000 14,170,000 0 14,170,000 0

国道改良に伴う支障移転工事であり、
本体工事との工程調整により年度内完
了が困難となったため。

令和3年度　浜田市水道事業会計予算繰越計算書

款 項 事 業 名
予 算
計 上 額

支払義務
発 生 額

翌 年 度
繰 越 額

左 の 財 源 内 訳

不 用 額
翌年度繰越額に係る
繰越を要するたな卸
資産の購入限度額

説 明
工事負担金等

当 年 度
損 益 勘 定
留 保 資 金



円 円 円 円 円 円 円

款 項 事 業 名
予 算
計 上 額

支払義務
発 生 額

翌 年 度
繰 越 額

左 の 財 源 内 訳

不 用 額
翌年度繰越額に係る
繰越を要するたな卸
資産の購入限度額

説 明
工事負担金等

当 年 度
損 益 勘 定
留 保 資 金

資本的支出 建設改良費

（主）浜田八重可
部線（岩畳工区）
防災交付金（改
築）事業に伴う配
水管移転工事

14,000,000 2,710,000 11,290,000 0 11,290,000 0

県道改良に伴う支障移転工事であり、
本体工事との工程調整により年度内完
了が困難となったため。

〃 〃
雲城地区流量計
ボックス設置工事

15,000,000 3,740,000 11,260,000 0 11,260,000 0

金城地域断水防止対策の一環として早
期着工に取り組んだが、関係者との協
議に時間を要し、年度内完了が困難と
なったため。

〃 〃
田町地区配水管
移設設計業務委
託

3,500,000 0 3,500,000 0 3,500,000 0

他の関係者や占用者との協議に時間を
要し、年度内完了が困難となったため。

〃 〃
周布地区鰐石大
橋添架管設計業
務委託

12,500,000 0 12,500,000 0 12,500,000 0

橋梁関係者との協議に時間を要し、年
度内完了が困難となったため。

〃 〃

益田種三隅線（西
河内1工区）配水
管移設設計業務
委託

5,000,000 0 5,000,000 0 5,000,000 0

県道埋設を前提とした設計業務であり、
県や他の占用者間の協議に時間を要
し、年度内完了が困難となったため。

水道事業
費用

営業費用
水道管路緊急改
善事業7工区

1,000,000 0 1,000,000 0 1,000,000 0

工事施工中にコンクリート擁壁の崩落に
よる人身事故が発生し、工事の一時中
断による工程の遅れが発生したため。



円 円 円 円 円 円 円

款 項 事 業 名
予 算
計 上 額

支払義務
発 生 額

翌 年 度
繰 越 額

左 の 財 源 内 訳

不 用 額
翌年度繰越額に係る
繰越を要するたな卸
資産の購入限度額

説 明
工事負担金等

当 年 度
損 益 勘 定
留 保 資 金

水道事業
費用

営業費用
殿町地区配水管
改良工事

800,000 0 800,000 0 800,000 0

施工範囲の国道部分の舗装復旧範囲
が当初見込みより増加し、また、関係機
関との調整に時間を要し、年度内完了
が困難となったため。



報告第 8 号 

 

   令和 3 年度浜田市公共下水道事業会計予算繰越計算書の報告について 

 

 令和 3 年度浜田市公共下水道事業会計予算繰越計算書について、地方公営

企業法第 26 条第 3 項の規定により、次のとおり報告する。 

 

  令和 4 年 6 月 15 日 提出 

 

浜田市長 久保田 章 市   



地方公営企業法第26条第1項の規定による建設改良費の繰越額

円 円 円 円 円 円 円 円 円

資本的支出 建設改良費
浜田処理区整備
事業

114,796,976 54,998,976 59,798,000 29,549,000 0 23,300,000 6,949,000 0

処理場設計方針を決定するための地元
協議に不測の日数を必要としたため。

〃 〃

三隅地方地区農
集・福浦地区漁集
の公共下水道へ
の統合事業

113,983,510 78,497,610 31,215,900 7,696,250 0 7,700,000 15,819,650 4,270,000

工事の施工に係る地元との調整に不測
の日数を必要としたため。

〃 〃
旭浄化センター汚
泥処理施設改築
事業

26,323,562 10,323,562 15,999,920 0 0 15,900,000 99,920 80

脱水ケーキ用コンテナの納品に不測の
日数を要したため

〃 〃
道路改良に伴う支
障移転事業

20,608,665 608,665 20,000,000 0 20,000,000 0 0 0

県道埋設を前提とした設計業務であり、
県や他の占用者間の協議に時間を要
し、年度内完了が困難となったため。

説 明
工事負担金等

損 益 勘 定
留 保 資 金 等

令和3年度　浜田市公共下水道事業会計予算繰越計算書

款 項 事 業 名
予 算
計 上 額

支払義務
発 生 額

翌 年 度
繰 越 額

不 用 額
翌年度繰越額に係る
繰越を要するたな卸
資産の購入限度額

左 の 財 源 内 訳

国庫補助金 企 業 債



  

報告第 9 号 

 

放棄した市の私債権の報告について 

 

浜田市私法上の債権の放棄に関する条例第 2 条第 1 項の規定により私法上

の原因に基づいて発生した債権を放棄したので、同条第 2 項の規定により、

次のとおり報告する。 

 

令和 4 年 6 月 15 日提出 

 

浜田市長 久保田 章 市  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

1 会計名     一般会計 

（1）件 数    8 件 

（2）金 額    458,543 円 

（3）債権放棄の日 令和 4 年 3 月 31 日 

（4）内 訳 

債権の名称 債権放棄の事由 件 数 金 額 

温泉分湯収入 第2条第1項第1号  2 件 32,888 円 

浜田市漁業経営安定資金貸付金 第2条第1項第1号 1 件 398,655 円 

放課後児童クラブ負担金 第2条第1項第2号 5 件 27,000 円 

 

 

 

 



  

報告第 10 号 

 

放棄した市の私債権の報告について 

 

浜田市私法上の債権の放棄に関する条例第 3 条の規定により準用する同条

例第 2 条第 1 項の規定により水道事業の管理者が管理する私法上の原因に基

づいて発生した債権を放棄したので、同条第 2 項の規定により、次のとおり

報告する。 

 

令和 4 年 6 月 15 日提出 

 

浜田市長 久保田 章 市  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

1 会計名     水道事業会計 

（1）件 数    10 件 

（2）金 額    812,494 円 

（3）債権放棄の日 令和 4 年 3 月 31 日 

（4）内 訳 

債権の名称 債権放棄の事由 件 数 金 額 

水 道 料 金 第2条第1項第1号  7 件 804,105 円 

水 道 料 金 第2条第1項第2号  2 件 5,701 円 

水 道 料 金 第2条第1項第5号  1 件 2,688 円 

 


